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情報提供に関する覚書の解除に関するお知らせ 
 
 

本日、FC レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）、ファンドクリエーション不動産投

信株式会社（以下「FCRA」といいます。）、及びファンドクリエーション投信投資顧問株式会社（以下「FCAM」

といいます。）は、平成 17 年 8 月 18 日付情報提供に関する覚書（以下「本覚書」といいます。）を解除しま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
１． 本覚書解除の経緯・理由 

FCAM は本覚書締結当時において FCRA のグループ会社であり、株式投資に必要なマクロ経済や金

融情勢についての分析を行っており、本投資法人では財務戦略策定時におけるマクロ経済動向や金融

情勢の見通し等の情報受領を目的として本覚書を締結しました。然しながら、平成 21 年 12 月 11 日

付で FCAM に 100％出資する株式会社ファンドクリエーション（以下「FC」といいます。）が、FCAM
の全株式をばんせい山丸証券株式会社へ譲渡したことにともない、FCAM が FCRA のグループ会社で

なくなりましたので、本覚書の解除に合意しました。 
 

 
２． 本投資法人への影響 

FCRA のスポンサー会社である株式会社ファンドクリエーショングループ(以下「FCG」といいま

す。)は不動産アセットマネジメント業務のみならず、各種ファンドの組成、管理及び運用業務で培っ

た情報収集能力・運用ノウハウを有しております。本投資法人及び FCRA は、FCG の 100%子会社で

ある FC からの情報受領を目的とした情報提供に関する覚書を締結していることにより、FC 及びグル

ープ会社が有する豊富な情報収集力、ディールソースを最大限に活用することができ、本覚書解除に

よる本投資法人への影響は軽微であります。 
 

 
以 上 

 
※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.fcric.co.jp 


